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住宅用火災警報器の普及における 
消防庁の取組について 
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 平成18年度から実施している住宅防火防災推進シンポジウムを今年

度は全国９か所で開催し、住宅用火災警報器の設置促進、住宅用火災
警報器の維持管理の重要性、住宅用防災機器の紹介等、防火防災対策
の重要性などについて広報を行う。 
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平成25年度住宅防火防災推進シンポジウム 
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１. 毎年９月15日から21日まで行わ
れる厚生労働省の「老人の日・老人
週間」キャンペーンの主唱団体に消
防庁も参加。 
 この参加に伴い、消防庁では敬老
の日に、住宅用防災機器を高齢者
に贈る習慣を国民に呼びかける 
「住宅防火・防災キャンペーン」を立
ち上げ。 
 （住宅用防災機器とは、住宅用火災警報器、
住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、防
炎品、家具の転倒防止器具などをいう。） 
 

２. 敬老の日には、天井にあって点
検しにくい住宅用火災警報器を高齢
の両親のためにお子さんが点検する
など、高齢の両親を住宅火災から守
る取り組みを促す。 

住宅防火・防災キャンペーン 
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政府広報ラジオ 

◎内閣府からのお知らせ 「住警器の設置及び維持管理」           
では、ここで「内閣府」からのお知らせです。 
日本では、住宅火災により、毎年1,000人を超える方が 
亡くなっています。 
このうち、半数以上は逃げ遅れが原因です。 
逃げ遅れによる被害を減らすためには、熱や煙を自動的に感知して 
火災発生を音声で伝える「住宅用火災警報器」の設置が有効です。 
平成23年６月以降、消防法に基づき、全ての住宅に 
住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。 
まだ設置していない方は、大切な家族を守るため、 
早急に設置してください。 
設置の際は、天井や壁の熱や煙を有効に感知できる位置に 
設置してください。 
また、ご家庭で多く使われている電池式の住宅用火災警報器は、 
電池切れを起こすと火災時に作動しないので大変危険です。 
設置後は、定期的に点検をしてください。 
以上，「内閣府」からのお知らせでした。 
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聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器普及支援事業 

１ 実施期間 
  平成２３年４月～平成２５年３月３１日 
  （平成２６年３月３１日までテレフォンサービスによるアフターフォローを実施） 

３ 実施結果 
  申請世帯数 ４３１７世帯 
  設置世帯数 ３６１３世帯 
  （設置に至らなかった７０４世帯は、本人長期入院等の事情によりキャンセルされたもの） 

４ 設置の確認 
  事業実施主体より個別完了報告書の提出を受け、設置個数及び設置位置等 
  の確認を行った。 
 （個別完了報告書は、各消防本部の担当者により設置の確認が行われている） 

聴覚障がい者対応型の住警器の普及が著しく進んでいない現状に鑑み、当
該機器を調達して低所得の聴覚障がい者に無償給付等する事業の実施主体
に対し、消防庁から予算補助を行う。 
【平成23年度「元気な日本復活特別枠」】 
 

２ 補助機器 
  音を発する警報器の他に「光」や「振動」による警報を発する機器を補助 
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